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 報  告 臨床検査学教育 Vol.4, No.1 p.16～19, 2012. 

検査技師法と臨技教育制度等をめぐる背景 

佐 藤 乙 一*

ま え が き 

 現在の臨床検査技師等に関する法律(臨技法)の

当初法は昭和 33 年に制定された衛生検査技師法

(衛技法)であり、後述の議員立法であった。これ

は新しい身分・資格法であったため、たとえ医師

や獣医師、薬剤師の業務独占(制限)にはなってい

ないとはいえ日常行ってきた業務の一部を新制度

の職種に取込まれるため大きな抵抗があったこと

は言うまでもない。このことについて当時ある厚

生省の高官は「これは小さい法律だが、制度は各

職域に及ぶ大きなものだから大変だ」と同情され

たことを思い出す。 

 衛技法制定以来実に 50 余年。しかしいまなお

越せない高い山がある。その 1 つが検査技師教育

に係るカリキュラム等をめぐる問題で、指定校と

承認校の事案がある。 

 考えてみれば衛技法は多くの問題を抱えて成立

し少しずつ改正されてきた。そのうちのいくつか

むずかしい問題だけが後回しになり、積み残され

ていた感が強い。たまたま筆者は昭和 33 年の衛

技法制定、昭和 45 年の第三次改正までと同 56 年

の同法一部改正による臨床検査技師・衛生検査技

師等に関する法律(臨衛技法)制定に深く関わって

きたので、以下検査技師教育について知り得てい

る範囲でその裏面史を綴ってみたい。なお、紙面

の都合上可能な限り専門用語は日常使用している

略号を用い、後述の個別解説は黒マル(●)区切り

によるツイッター綴りでわかり易く表現すること

をお許しいただきたい。 

I．技師制度は日臨技、教育制度は 

日臨協に二分 

 法律は立法も改正も国会の議を経なければ成立

しない。しかし法律に付属して出す内閣の政令や、

担当する府・省の出す府省令は時の流れに伴って

その法律に違反しない限り政府で適時改正するこ

とができる仕組みになっている。現行臨技法も政

省令等を含めいくたびか改正されているが、この

法律は他の医療関係者法令同様、① 養成(教育)

と国試まで、② 臨技の制度に二分することがで

き、前者は貴会が、また後者は日臨技が公的に関

与しつつ今日に至っている。改言すれば臨技法は

2 つの大きな公的団体という二輪車によって支え

られているともみることができる。 

II．多数法案が内示されたが実現せず 

 現有の日臨技の前身技術者会は昭和 27 年に結

成、ただちに身分法制定運動を開始した。かくて、

前述の如く医師等の既成業務を新法の業務の一部

とはいえ移行させるのであったから、当然のよう

に紆余曲折を経、それは並大抵ではなく、5 年余

の歳月を費したにもかかわらずついに成功しなか

った。この間厚生省からも出された法律案は 7 種

類に及び、それも 1 本の法律で一次案、二次案等

と続いたため結局その案は 20 種を超えたことに

なる。例えば衛生検査技師法案だけ 1 種をとって

も修正を加えつつ 9 次に及んだことをみても如何 
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に他団体の抵抗や要求が強くかつ多かったかを知

ることができる。 

 厚生省等から示された主たる検査業務従事者の

法律案名称は次の多きに達している。 

 1)細菌検査技師法案(昭 22 厚)、2)衛生検査技

師法案(昭 27 以降多数・自・社法案・技術者会案

等も含む)、3)病原微生物取締法案(昭 28 厚)、4)

医学検査技師法案素案(昭 30 厚医)、5)微生物検

査士法案(昭 31 厚)、6)衛生検査法案(昭 31.1～3

次厚)、7)病理細菌技師法案(昭 32 自民党案)など

であった。このうち 2)は多数案出されているが、

内容はいずれも大きく異なっていた(厚は厚生省)。 

III．厚生省内も意見は二分 

 前記 1)～7)に見えるように多数の法律案が提

示されたが、4)を除く案はいずれも公衆衛生分野

の色彩が濃く、厚生省内では公衆衛生局と医務局

の意見が一致せず、前者か都道府県衛生研究所長

会(所長会)の後押しを受け独走した感がある。そ

こで“幻の法案”として非公式に出てきたのが医

務局案と言われる 4)であったが，本当に医務局

案であったのかどうか真偽のほどは明らかではな

い。 

 一方技術者会も執行部の大部分は保健所や衛生

研究所技術員で占められていたため、公衆衛生局

には足を運んでも、医務局にはあまり立ち寄らず、

筆者ら若僧が時折顔を出した程度である。 

IV．臨調答申で身分法の政府提案は不可に 

 昭和 27 年以来厚生省は繰返し技師法案を策定

し各方面の意見を聞いてきたが昭和 32 年に至り、

政府が設置した「行政改革方針」に基づいて、以

降政府提案による身分法案の提案は一切認めない

こととなり、事態は急迫。技術者会は急遽議員立

法に戦術転換することとなった。 

V．地研所長会の立法運動は強化 

 技師法案の政府提案が不可能になったことを知

った所長会はこれまで厚生省がたびたび提案して

きた多くの技師法案素案を集約叩き台にしてここ

でも別の素案をまとめあげ、衆議院法制局で条文

化を行い、公衆衛生関係者の意見は聴取したが、

表立って厚生省や技術者会の意見は聴かれなかっ

た。つまり本家は“つんぼさじき”に置かれたの

である。そのため、水面下では強い団体の意見の

みが反映、これから説明する技師教育制度から医

師の指導監督、特定者の無試験免許問題等骨抜き

法案へと発展するのである。 

VI．法律案の修正は要綱時に、 

  国会上程後は困難 

 法律案は正文化される前、つまり法案要綱時頃

でなければ修正はむずかしい。政府・議員何れの

立法でも法案審議時では大激論しても、大体その

まま通過し成立してしまうのが通例である。衛技

法のときは国会に上程されたものを技術者会には

匂わされた程度であったから、多くの諸問題が素

通りしてしまった感が深い。余談になるが、臨衛

技法案の昭和 44 年と昭和 45 年の両年には厚生省

は技師会等の意見も十分聞き、技師会は全国会長

会議を 2 回招集、所管課長が質疑、要望に答え、

できる条件には「可」、法制上ダメのものは「不

可」として選別し、国会に上程した。今日なお問

題になっているのはこの時の「不可能」の部分で

あるが、これも第三次改正とその間の政令改正で

いくつか解決を見ていることはご存じのとうりで

ある。 

 以下はツイッター報告に切り替える。 

VII．揺れに揺れた衛技法案から衛技法へ 

 ●衛技法は公衆衛生中心の身分法となり、同法

では「第 2 条・・・・資質を向上させ、もって公

衆衛生の向上に寄与する」と定め医療が入らず病

院等で働く検査技師には無関係の法律となってし

まった。●指導監督たる用語を衛技法に用いた由

来の説明は直接本稿には関係ないが、議員立法と

いう方法の説明をするために引用する。●衛技法

素案時は“医師の監督”だったが某起草医師委員

が「この業務は本来医師の業務、だから指導もす

る義務がある」と二文字追加、そのまま法律とな

り医師の指導監督となってしまった。●研究所長

会の意見で医歯獣薬師(四職種)を業務独占から除 
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外するための法案作成。●それが増長、四職種者

は曰く「四職種はすでに自職で検査を含む国試に

合格している。●従って衛技国試を受ければ重複

国試になる矛盾ありと主張され問題の申請免許制

度ができた。●さらにこれが発展して他に類例を

みない承認校制度の基礎となる。●薬剤師会代表

衆議院議員等は素案当初から正案の国会審議に至

るまで「生(医)化学検査は薬剤師の本来業務、こ

の文字を衛技法案から削除せよ」と主張、●衛技

法案から生化学検査を除外し成立。辛うじて同法

の政令第 1 条で「臨床医化学検査」を定めること

ができた。●獣薬会代表はこの臨化の項目削除ま

で求めたが参考人席の厚生省公衆衛生局長は制度

上これ以上譲ると法律上問題になるとし「医化学

検査には業務独占はないから削除対象にはならな

い」と政府見解を述べ、やっと一件落着した経緯

もある。 

VIII．議員立法の意味するもの 

 ●国政に関する議員立法は別として一般の議員

立法は全会一致を原則とすることが多い。●その

ためには反対党の意見も取り入れなければ全会一

致で成立はしない。●結果的には“清濁あわせ呑

む”から“何でもあり”になってしまう。●これ

が議員立法の弱点｡「議員立法は骨抜きが多い」

と言われる所似である。●議員立法の原則は 3 点

あるという。① 憲法に違反しないこと、② 他の

法律と矛盾しないこと(例：A 法は「可」、B 法

は「不可」というが如し)、③ お金や人の要る立

法はダメよ、ゆえにそれ以外は概ね何でもありと

いうことになる。●政府提案と違い議員立法は甘

いという指摘も多く、ある議員立法が憲法違反の

法律だとして訴えられ、最高裁で敗訴し法律の一

部が失効した事例もある。●もう 1 つ古い事例だ

が朝日新聞(平元、11.22)にも指摘されたケース

を紹介｡「議員立法で出した“消費税廃止法案”

ミス続き」と報道された例もあり。●時の状況で

衛技法制定の道は当時これ 1 本しかなく苦渋の選

択。法成立後日衛技執行部も会内用の断念声明を

発表したほどである。 

IX．拡大した衛技の免許制度 

 ●法案が条文化される前には必ずその法案の骨

組みを作る。これが法律案要綱。通常これを略し

て要綱といい、本稿でも各所で使ってきた。●手

直しがきくのはこの要綱のときか要綱を条文化し

ているときが山だ。●衛技法が制定されるまで医

療現場ではこの職種を「病理細菌技術者」と呼ん

できた。●衛技法が制定された昭 33 には技師養

成は僅か 1 校。ところがそれとは別に大学で微生

物や生化学等を学んでいる者も多かった。●この

人達からも「俺達にも申請で免許を」という要望

が出された。●だがこの人たちも衛技取得条件の

全てを履修しているわけではない。そこで出てき

たのが大臣告示で 5 科目を設定し、この条件を満

たした者には申請で衛技免許を与えることとなる。

●履修時間の定めもない常識範囲で可という甘さ。

●目を赤くして 2 年正式授業の学生は苦闘の末や

っと国試に、でも 100%合格が保証されたわけで

はない。●片や 4 大の片手間研修 5 科目組は履修

証明書を提出申請すれば「ハイ、衛技免許証」と。

●衛技免許は国試組も申請組も同格だ。●これだ

けではない。問題はまだある。●臨技教育の大学

化傾向に伴い、① 医専と 3 年短期大の指定校と、

② 既述 4 職種を除く大学を除く承認校という二

重構造教育制度が衛技時にかくれていたことだ。

●議員立法なるが故に発生した矛盾。●役所がや

らなきゃ〝議員立法〟で。には十分注意せよ。 

X．衛技制度は廃止・虎は死んでも皮は残った 

 ●日臨技の絶ゆまざる努力で衛技制度は廃止、

宿願は達成。●だが一部矛盾は残り次期改正に。

●衛技制度時に確保した権利、昭和 45 年以降は

新告示により 4 職種以外の大学は新規 5 学科を履

修していれば臨技国試受験は OK という仕組み。

●貴会創立 50 周年記念誌をみていただこう。P32 

と 33 を、紙数を限定してあるので一見本稿とは

若干の表現違いがある。●旧衛技が臨技国試を受

験するときの出題数にも差別があった。●3 年卒

の指定校組は  180 題(年誌の  100 題は誤りでし

た｡)であるのに対し承認校片手間組は僅か 50 題。 
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●しかもこの方式は通常の国試で暫く続いたが、

さすが世論に押され普通の題数に戻った。 

む す び 

 衛技法は形の上では自民・社会両党の共同提案

であった。しかし自民案は八田貞義議員が公衆衛

生医等から頼まれて提案者になり、社会案は福田

昌子医師議員が自らの手作りしたもの。結局内容

は自民案で法律題名のみ社会案からとった形だけ

の共同提案になって成立。後日福田先生の怒りは

一様ではなかった。 

 

 本稿は臨技教育が偏在、不均衡になった要因と

立法時の裏面史にまでわかっている範囲で紹介し

た。しかし 50 余年前の話。山とある資料を見る

と資料の内容が齟齬を来たしている事案もあり困

難を極めた。内容に若干の誤りがあったら約 50

年前の事業ゆえ平にご容赦ねがいたい。 
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


